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オ
カ
メ
ラ
と
編
集
❸
８
月
10
日

（
金
）午
前
９
時
〜
ワ
ー
ド
／
午
後

1
時
30
分
〜
エ
ク
セ
ル

研
修
項
目
ご
と
先
着

10
人（
選
択
し
て
受
講
可
能
）

市
視
聴
覚
セ
ン
タ
ー

無
料７

月
31
日（
火
）

電
話

市
視

聴
覚
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
２
０（
２
２
）５
２
１
９

　　

生
産
性
向
上
の
た
め
、先
端
設

備
等
導
入
計
画
を
３
年
以
内
に
策

定
し
、市
の
認
定
を
受
け
る
こ
と

で
、も
の
づ
く
り
補
助
金
な
ど
の

優
先
採
択
や
固
定
資
産
税
の
減
免

な
ど
の
支
援
措
置
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す（
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の

要
件
が
あ
り
ま
す
）。

▼
宮
城
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

（
補
助
金
申
請
に
関
す
る
こ
と
）　

☎
０
２
２（
２
２
２
）５
２
６
６

▼
産
業
経
済
部
工
業
振
興
課（
工

業
振
興
係
）（
計
画
認
定
に
関
す
る

こ
と
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
０
６
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◉

☎

㊌

◉

☎

㊐

◉

☎

㊏

◉

☎

㊏

◉

☎

㊐

◉

☎

㊌

㊐

◉

☎

45
分
〜
３
時
20
分

【

県
立
石
巻
高
等
技
術
専
門

校（
石
巻
市
門
脇
字
青
葉
西
27
―

１
）

自
動
車
整
備
科
、金
属
加

工
科
、木
工
科
の
内
容
説
明
、校
内

見
学
、体
験
実
習

無
料

県
立
石
巻
高
等
技

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
を
開
催

し
ま
す
。ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

８
月
31
日（
金
）午
後
０
時

　

あ
な
た
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
花
火

に
込
め
て
打
ち
上
げ
ま
す
。

８
月
13
日（
月
）午
後

７
時
〜
※
荒
天
時
８
月
14
日（
火
）

７
月
27
日（
金
）

▼
４
号
＝
５
千
円
▼
５
号

＝
８
千
円
▼
７
号
＝
２
万
円
▼
８

号
＝
２
万
５
千
円

▼
長
沼
花
火
実
行
委
員
会（
夜
間
）

☎
０
２
２
０（
２
３
）８
２
８
０

▼
迫
総
合
支
所
市
民
課（
地
域
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
２
１
３

❶
８
月
８
日（
水
）午

前
9
時
〜
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
／
午

後
1
時
30
分
〜
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
❷
８
月
９
日（
木
）午
前

9
時
〜
電
子
メ
ー
ル・
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
／
午
後
１
時
30
分
〜
ビ
デ

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。

術
専
門
校

☎
０
２
２
５（
２
２
）１
７
１
９

　

市
に
は
、市
民
の
公
益
的
な
活

動
を
支
援
す
る
た
め
、一
定
の
要

件
を
満
た
す
市
内
の
団
体
を
対
象

に
、市
が
定
め
る
公
共
施
設
の
使

用
料
金
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

【

市
が
定
め
る
書
類
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、申
請
し
て

く
だ
さ
い

企
画
部
企
画
政
策
課

登
録
に
は
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、事
前
に
相
談
く
だ

さ
い
。市
が
申
請
書
の
内
容
を
審

査
し
、登
録
す
る
ま
で
に
は
、１
カ

月
程
度
か
か
り
ま
す

※
申
請
書
は
、企
画
政
策
課
で
配

布
し
て
い
る
ほ
か
、市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

企
画
部
企
画
政
策

課（
行
政
改
革
推
進
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
４
７

　

先
の
大
戦
で
亡
く
な
ら
れ
た

人
々
を
追
悼
し
、平
和
を
祈
念
す

る
た
め
戦
没
者
追
悼
式
を
開
催
し

ま
す
。

８
月
24
日（
金
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

登
米
祝
祭
劇
場（
大
ホ
ー

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全

額
免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、

納
付
猶
予
、学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
人
と
比

べ
、老
齢
基
礎
年
金（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）の
受
け
取
り
額

が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

を
増
額
す
る
た
め
に
、免
除
な
ど

の
期
間
の
保
険
料
は
、10
年
以
内

で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、免
除
な
ど
の
承
認
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算

し
て
、３
年
度
目
以
降
に
追
納
す

る
場
合
、当
時
の
保
険
料
額
に
一

定
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

追
納
は
、古
い
月
の
も
の
か
ら

納
付
す
る
こ
と
に
な
り
、次
の
点

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◉
一
部
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、納

付
す
べ
き
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
追
納
が
で
き
ま
せ

ん
。

◉「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

が「
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期

間
」よ
り
先
に
経
過
し
た
月
分
で

あ
る
場
合
は
、ど
ち
ら
を
優
先
し

て
納
め
る
か
選
択
で
き
ま
す
。

　

追
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、相

談
く
だ
さ
い
。

▼
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

▼
古
川
年
金
事
務
所

☎
０
２
２
９（
２
３
）１
２
０
０

▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年

金
医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

ル
）

◉
「
登
米
市
遺
族
会
加
入
者
」＝

住
ま
い
の
町
域
の
遺
族
会
事
務
局

へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い

◉
「
一
般
参
加
者
」＝
登
米
市
遺

族
会
未
加
入
者
な
ど
で
、参
加
を

希
望
す
る
人
は
８
月
３
日（
金
）ま

で
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い福

祉

事
務
所
生
活
福
祉
課（
福
祉
総
務

係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
２

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

下田中53番地8


